
 
障がい者雇用水増し問題の再発防止策の徹底及び障がい者

の労働環境整備を求める意見書 
 

 共生社会の実現に向けて、障がい者の雇用機会を広げ、障がいのある人でも

個々の能力や適性に応じて働き、地域で自立できる社会を築くことを目的に、

雇用が促進されてきた中で、いわゆる水増し雇用が明らかとなった。 

政府は、国の行政機関の８割に当たる28機関で、平成29年６月１日現在、障

がい者に該当する職員として雇用していた計約6,900人のうち、国のガイドライ

ンに反して約3,400人を障がい者として誤って算入していたとの調査結果を公

表した。これにより、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく平成29年

度の法定雇用率は2.3％と義務付けられていたが、それを下回る1.18％に過ぎな

いことが判明した。誰もが社会参加できる共生社会を目指す法の趣旨に照らし

てあってはならないことである。 

政府は、国の行政機関の障がい者雇用水増し問題について、第三者の検証委

員会の報告書を公表するとともに、公務部門における障がい者の雇用確保策や

再発防止策の基本方針をまとめた。 

ついては、国におかれては、障がい者団体などからも意見を聴取することに

より、障がい者の安定した雇用を目指し、共生社会の実現に向けて、次の事項

について取組を進められるよう強く求める。 

 

１ 障がい者の無期雇用の推進、適切な労働時間の設定、必要な施設・設備の

設置、援助者の配置等の労働環境の整備を行うこと。 

２ 国家公務員の採用について、障がい者を対象とした統一の筆記試験の実施

により、速やかに対応すること。 

３ 各省庁等や地方自治体へのガイドラインの周知徹底、雇用状況の定期的な

把握・確認体制の構築、第三者機関による監督・チェック体制の強化を行う

こと。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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